
あいの保育園改築工事現場説明書 

                            令和 7 年 5 月７日 

 

１．工事名称 あいの保育園改築工事  （7 あいの工 第 1 号） 

２．工事場所 高知県吾川郡いの町天王南 1 丁目 1-1、1-7、1-8 

３．入札会場 いの町天王南５丁目 2-9     

        いの町天王コミュ二ティセンター  

     入札日時         令和 7 年 5 月 28 日（水）午後３時 30 分から 

 提出書類     代理入札の場合は委任状(様式第３号)を提出して下さい  

             工事費内訳書(様式第 5 号)を提出して下さい 

     入札書提出 入札回数 3 回   

 入札の様式 入札書(様式第 4 号) 

 無効の入札 入札心得による。 

 落札者の決定 入札心得による。       

４．工事期限 契約日〜令和 8 年 2 月 28 日迄（諸完成検査合格していること） 

５．公告、入札スケジュール（案） 

5 月 7 日（水）〜5 月 19 日(月)正午まで 公告,入札参加資格申請書受付期間  

5 月 20 日（火）申請書の提出のあった者のうち、資格を有しないと確認した 

についてのみ通知 

5 月 7 日（水）〜5 月 28 日（水） 設計図書閲覧（HP にて閲覧） 

5 月 20 日（火） 参加資格決定通知（メールで通知） 

5 月 22 日（木）正午 質疑書提出期限（メールで提出） 

5 月 23 日（金） 質疑回答（メールにて回答） 

5 月 28 日（水）午後 3 時 30 分より 入札・落札候補者の決定 



6 月 2 日（月） 資格要件確認書の提出期限 

6 月 11 日（水）頃 工事契約 

 

6．契約書   四会連合の契約書及び工事請負契約約款による。 

7．工事内容  

工 事 名  あいの保育園改築工事 

工事場所  高知県吾川郡いの町天王南 1 丁目 1-1、1-7、1-8 

構  造  木造 平屋建 

用  途  保育所 

 敷地面積   4，576.96m2    

 建築面積   1，096.36m2   

 延床面積   1，034.12m2 

8．工事範囲 設計図書の記載のとおり 

        工事種目    １）建築主体工事 

                ２）電気設備工事 

                ３）機械設備工事 

      ＊仕様書、添付図面に示された範囲並びに工事説明による施工一式とする。 

      ＊細部については、仕様書、添付図面に示された範囲並びに工事説明で示させて 

       いない事項についても、構造上、施工上若しくは技術上必要なものは、すべて 

       技術的良識をもって、業者の責任と負担において、遅滞なく施工する。 

9．設計図書 設計図書 計 184 枚 

  建築意匠図  A1 〜A80    80 枚 

  外構図      G1 〜G23    23 枚 

構造図      S1 〜S38    38 枚   



  電気設備図  E1 〜E27    27 枚 

  機械設備図  M1 〜M16    16 枚 

10．質疑受付 公告による  質疑様式 質疑書(様式第７号) 

11．質疑回答 公告による 

12．現場代理人及び技術者の届出  

         施工に際しては、建設業法による専任技術者を書面にて届け出ること。 

         主任技術者は、建築士法及び建設業法に依る有資格者であること。 

13．設計竣工図 （株）若竹まちづくり研究所の元設計図を工事完成から５日以内に訂正して 

                  製本二つ折り各２部提出してください。 

  建築主体工事 設計図一式 

  建築設備工事 設計図一式 

  外構工事 設計図一式 

14．下請業者名簿  

      当初は予定表にて提出（下請け業者によっては変更をお願いすることがあります）。 

      上記確定後は確定業者の名簿を提出して下さい。 

15．工事中の災害について 

      天災等による時は両者の協議によって決定しますが、その他の時は全て業者の 

      負担とします。 

16．物価変動 単価更正等による請負金の増減は行わない。 

17．進入道路 維持補償は業者負担にて行う 

18．第三者補償 本工事施工に関して、第三者に危害及び被害を与えた時の補償は全て施工 

        業者の負担とする。 

19．工事保険 工事着手と同時に出来高以上の建設工事保険と賠償責任保険に加入する。 

        ただし、受取人を建築主名にすること。 



20．申請手続 建築工事及び電気、水道工事等に関する関係官庁への諸手続きは施工業者に 

        て速やかに行うこと。 

21．注意事項   電気及び給水の引込       図示の通り 

         屋外排水の終末処理       図示の通り 

         残土の処理           敷地内,外 

         廃棄物の処理          敷地外 

         既存各種埋設管の処理      現場員の指示による。 

22．その他 特記事項 

＊事前調査について 

ａ）着工にあたり敷地内外の状況、工事に起因して被害の生じる恐れのある事項について、念入

りに調査して対策をたてること。 

 1）敷地の状況、境界の確認と保持 

 2）地下埋設物や上空仮設物の確認と対策 

 3）周辺や搬入道路等の影響調査と対策 

 4）隣地⺠家、道路等の状況と影響調査 

b）上記の事項で工事の影響が予想されるものは、関係者立ち会いの上、工事着工前に写真撮影

等の事前調査を行い、後日のために事前調査結果を整理保存しておくこと。 

＊仮設工事について 

ａ）隣接地への影響を考慮して施工者の責任において計画すること。なお、仮設計画書を監理者

に提出すること。 

＊工事作業場及安全について 

ａ）本工事に際しては通行人に危険を及ぼさないよう交通標示現場の整理等保安に充分留意する

こと。 

ｂ）工事敷地より車の出入り及び資材搬入出に際しては専任の交通誘導員を常駐させ安全を期す



ること。 

ｃ）仮囲の位置は係員と事前に打ち合せすること。 

＊工事災害及公害の防止について 

ａ）工事の施工に伴う災害の防止は関係法規に従い適切に処置すること。 

ｂ）第三者に災害を及ぼしてはならない。 

ｃ）公害の防止につとめること。 

ｄ）工事担当者の適切な注意をもってしても尚災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置につ

いては監督員と協議すること。 

＊工事進入路 

ａ）工事進入路に関しては安全処置の上（交通整理等）進入する事 

ｂ）進入路は毎日点検し、整備、清掃及び散水を行うこと。 

＊仮設用水及電気について 

ａ）仮設用水は業者の責任において引込むこと。 

ｂ）仮設用電気は業者の責任において引込むこと。 

ｃ）使用料金は業者責任とする。 

＊現場事務所について 

ａ）現場事務所は設計意匠図 A-７９参照のこと。 

ｂ）現場事務所用水、電気は業者の責任において引込むこと。 

ｃ）使用料金は業者責任とする。 

＊隣接する別途関連工事も含め、定期的に全体工程安全打合せ会を開く等、全体工程のスムーズ

な進捗に配慮すること。 

＊建設廃棄物について 

 ａ）建設廃棄物の処理に当たっては、「建設副産物適正処理推進要綱を遵守して行い、廃棄物

の収集、運搬又は処分を委託する場合は「マニフェスト」を使用すること。 



＊金抜設計書について 

 ａ）設計書記載の数量は参考数量とし、入札に当たっては各自数量積算し見積のこと。 

 


